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令和６年度　雲南市財政健全化審査意見 

 

第１ 審査の種類 

健全化判断比率審査（地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項） 
なお、この審査は雲南市監査基準に準拠して実施した。 

 
第２ 審査の対象　 

１ 令和６年度　健全化判断比率 
(1)実質赤字比率 

　 　(2)連結実質赤字比率 
　 　(3)実質公債費比率 
　　 (4)将来負担比率 

２ 算定の基礎となる事項を記載した書類 
 
算定対象会計 

 

 

 
第３ 審査の実施場所及び期間　　 

実施場所：雲南市役所会議室 
期　　間：令和７年７月２５日から令和７年８月１８日まで（２５日間） 

 
第４ 審査の着眼点及び主な実施内容 

審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が

適正に作成されているかどうかを主眼とし、担当課から説明を受け実施した。 
 
 

 普
通
会
計

一　般　会　計

 一般会計等に属す

る特別会計
農業労働災害共済事業特別会計

 公

営

事

業

会

計

一般会計等以外の特

別会計のうち公営企

業に係る特別会計以

外の特別会計

国民健康保険事業特別会計

 
後期高齢者医療事業特別会計

 
公
営
企
業

法適用

水道事業会計

 工業用水道事業会計

 病院事業会計

 下水道事業会計

 

一部事務組合

島根県市町村総合事務組合

 島根県後期高齢者医療広域連合

 雲南広域連合

 雲南市・飯南町事務組合

 地方公社 
第三セクター等

雲南市土地開発公社（債務保証法人）

 島根県住宅供給公社（損失補償法人）
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質
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第５ 審査の結果 

　　審査に付された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも関係法令に準拠して作成され、その算定は適正であると認めた。 
　　審査の概要並びにそれに対する意見は、次のとおりである。 
 

 

健全化判断比率 

　　 

令和６年度決算に基づく健全化判断比率の状況は、次のとおりである。 

 
（単位：％、ポイント） 

※実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果が赤字でないため

「－」で表示した。 

 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、算定した結果、該当の数値はない。 

実質公債費比率は、11.1％で、前年度に比べ 0.1 ポイント低下しており、早期健全化

基準（25.0％）、財政再生基準（35.0％）を下回っている。 

将来負担比率は、88.1％で、前年度に比べ 4.0 ポイント低下しており、この比率につ

いても早期健全化基準（350.0％）を下回っている。 

　雲南市の比率は、いずれも国の定める適正基準の範囲内である。 

 

（1）実質赤字比率 

　地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもので、

比率は次の算式による。 

 

 

実質赤字比率　＝　　　　 

 

 

　雲南市の一般会計等の実質収支額は 392,454 千円の黒字となっているため、該当しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 
健全化判断比率 令和６年度 令和５年度 増減

早期健全

化基準

財政再

生基準

 ① 実 質 赤 字 比 率 － － － 12.64 20.00

 ②連結実質赤字比率 － － － 17.64 30.00

 ③実質公債費比率 11.1 11.2 △0.1 25.0 35.0

 ④ 将 来 負 担 比 率 88.1 92.1 △4.0 350.0 －

　　　　　　　　　　　　 
　　  標準財政規模

・早期健全化基準 12.64％ 

（団体・年度ごとに算定） 

・財政再生基準 　20.00％

△一般会計等の実質赤字額
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　一般会計等の実質収支額の状況 

　　　（単位：千円、％） 

　 

標 準 財 政 規 模 の 内 訳 

　　　（単位：千円、％） 

　 

標準財政規模（標準税収入額等、普通交付税額、臨時財政対策債の合計額）は

17,149,098 千円で、前年度に比べ 14,893 千円（0.1％）の増加となっている。 

 

（2）連結実質赤字比率 

すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化

し、運営の深刻度を示すもので、比率は次の算式による。 

 

 

連結実質赤字比率　＝　　 

 

　連結実質収支額は 4,743,661 千円の黒字となっているため、該当しない。 

 

各会計の実質収支額及び資金剰余額 

（単位：千円、％） 

※令和６年度より、生活排水処理事業特別会計は下水道事業会計へ統合。 

 区　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 一般会計 392,442 441,665 △49,223 △11.1 

 農業労働災害共済事業特別会計 12 14 △2 △14.3 

 合計 392,454 441,679 △49,225 △11.1 

 区　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 標準税収入額等 5,204,716 5,052,950 151,766 3.0 

 普通交付税額 11,909,304 12,004,599 △95,295 △0.8 

 臨時財政対策債 35,078 76,656 △41,578 △54.2 

 合計（標準財政規模） 17,149,098 17,134,205 14,893 0.1 

 区　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 一般会計等 392,454 441,679 △49,225 △11.1

 国民健康保険事業特別会計 19,897 11,271 8,626 76.5 

 後期高齢者医療事業特別会計 13,271 11,231 2,040 18.2 

 水道事業会計 1,585,322 1,548,602 36,720 2.4 

 工業用水道事業会計 19,641 170,860 △151,219 △88.5 

 病院事業会計 2,364,230 2,755,116 △390,886 △14.2

 下水道事業会計
348,846

242,912 105,934 
1.6  生活排水処理事業特別会計※ 100,272 △100,272 

 合計 4,743,661 5,281,943  △538,282 △10.2 

　　　　　　　　　 
　 標準財政規模

・早期健全化基準 17.64％ 

　（団体・年度ごとに算定） 

・財政再生基準　30.00％

△連結実質赤字額
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（3）実質公債費比率 

　借入金の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示した

もので、比率は次の算式により 3ヵ年平均で算出する。 

 

 

 

 

 

実質公債費比率＝ 

 

 

実質公債費比率は、次表のとおりである。 

　　（単位：％、ポイント） 

 

3 ヵ年平均の実質公債費比率は 11.1％で、前年度に比べ 0.1 ポイント低下しており、

早期健全化基準（25.0％）を下回った数値となっている。なお、単年度で比較してみる

と、当年度は 10.5％で、前年度に比べ 1.5 ポイント低下している。 

 

 

実 質 公 債 費 比 率 算 定 の 内 訳 

　（単位：千円、％） 

 　 

 

 

 

 

 

 区　　分 令和６年度 令和５年度 増減

 実質公債費比率（3ヵ年平均） 11.1 11.2 △0.1

 区　分 令和６年度 令和５年度 令和４年度

 A 地 方 債 元 利 償 還 金 3,909,746 4,026,976 3,657,335

 B 準 元 利 償 還 金 1,542,266 1,741,795 1,753,566

 C 特 定 財 源 80,789 43,803 39,799

 
D

元利償還金等に係る基準財政

需 要 額 算 入 額
3,995,081 4,173,856 3,930,825

 分子合計（ A+B ）－（ C+D ） 1,376,142 1,551,112 1,440,277

 E 標 準 財 政 規 模 17,149,098 17,134,205 16,875,648

 
D

元利償還金等に係る基準財政

需 要 額 算 入 額
3,995,081 4,173,856 3,930,825

 分母合計（ E－D ） 13,154,017 12,960,349 12,944,823

 実質公債費比率（単年度） 10.5 12.0 11.1

地方債元利償還金 A＋準元利償還金 B　－ 
　　　　（特定財源 C＋元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 D） 
標準財政規模 E　－　元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 D

・早期健全化基準　25.0％ 

・財政再生基準　　35.0％

×100
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ア 地方債元利償還金、準元利償還金の状況について　 

地方債元利償還金及び準元利償還金は 5,452,012 千円で、前年度に比べ 

316,759 千円（5.5％）の減少となっている。これは主として、下水道事業会計　　　　　

の準元利償還金の減少によるものである。 

 

地方債元利償還金、準元利償還金の状況 

 （単位：千円、％） 

※１　地方債元利償還金は、一般会計などの公債費である。 

※２　準元利償還金は、主として公営事業会計の支払う元利償還への一般会計からの繰出金や将

来の支払いを約束した債務負担行為額である。 

※３　令和６年度より、生活排水処理事業特別会計は下水道事業会計へ統合。 

 

イ 特定財源の状況について     

地方債元利償還金から控除される特定財源は 80,789 千円で、前年度に比べ

36,986 千円（84.4％）の増加となっている。これは、主として、区分その他に含

まれている令和５年度臨時財政対策債償還基金費分によるものである。 

特 定 財 源 の 状 況 

          　　　　　　　　　　（単位：千円、％） 

※特定財源は公債費に充当されているものである。 

 
区　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 地方債元利償還金（一般会計等）（※1） 3,909,746 4,026,976 △117,230 △2.9

 準 元 利 償 還 金 　 　 （ ※ 2 ） 1,542,266 1,741,795 △199,529 △11.5

 水 道 事 業 会 計 254,486 292,717 △38,231 △13.1

 工 業 用 水 道 事 業 会 計 0 12,672 △12,672 皆減

 病 院 事 業 会 計 328,480 320,033 8,447 2.6

 下  水  道  事  業  会  計
891,795

559,772 332,023
△14.3

 生活排水処理事業特別会計※３ 481,374 △481,374

 一 部 事 務 組 合 67,505 75,061  △7,556 △10.1

 公債費に準ずる債務負担行為額 0 166   △166 皆減

 合　　計 5,452,012 5,768,771 △316,759 △5.5

 区　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 国 ・ 県 か ら の 利 子 補 給 0 0 0 －

 貸付金の財源として発行した地方

債に係 る貸 付金 の元利 償還金
13,978 14,578 △600 △4.1

 公 営 住 宅 使 用 料 31,671 28,132  3,539 12.6

 都市計画事業の財源として発行さ

れた地方債償還額に充当した都市

計画税

0 0 0 －

 そ 　 の 　 他 35,140 1,093 34,047 3,115.0

 合　　計 80,789 43,803 36,986 84.4
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ウ 元利償還金等に係る基準財政需要額算入額の状況について  

　　　地方債元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額は 3,995,081 千円

で、前年度に比べ 178,775 千円（4.3％）の減少となっている。これは主として、

事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費の減少によるものである。 

 

元利償還金等に係る基準財政需要額算入額の状況 

　　（単位：千円、％） 

※１　道路橋りょう費や下水道費の地方債償還金が主なものである。 

※２　過疎債、合併特例債償還金を含むものである。 

※３　病院事業債償還金などである。 

 

 

(4）将来負担比率 

　一般会計の借入金（地方債）や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残

高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すもので、比率は

次の算式による。 

 

 

 

 

将来負担比率　＝　 

 

 

将来負担比率は、次表のとおりである。 

　　　　　　　　　　　　　　（単位：％、ポイント） 

 

 

 

 

 

 区　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 事業費補正により基準財政需要額

に算入された公債費 （※１）
572,111 660,011 △87,900  △13.3 

 災害復旧費等に係る基準財政需要

額　　　　　　　　　　　（※２）
3,211,183 3,295,549  △84,366   △2.6 

 密度補正により基準財政需要額に

算入された元利償還金（※３）
211,787 218,296   △6,509 △3.0

 
合　　計 3,995,081 4,173,856 △178,775 △4.3 

 区　　分 令和６年度 令和５年度 増減

 将来負担比率（A－B／C－D） 88.1 92.1 △4.0

　　将来負担額 A－充当可能な財源（基金・特定歳入等）B　　 
標準財政規模 C－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額 D

・早期健全化基準　350.0％ 

・財政再生基準　　 　―％

×100
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将 来 負 担 比 率 算 定 の 内 訳 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％） 

 

 令和６年度の将来負担比率は 88.1％で、前年度に比べると 4.0 ポイント低下してい

る。当年度の指数は、財政の健全化を示す早期健全化基準（350.0％）を下回った数値

となっている。この数値は、低い方が将来の財政を圧迫する可能性が低いと言える。 

 

 

 

ア 将来負担額の状況について     

将来負担額は 55,367,995 千円で、前年度に比べ 2,524,108 千円（4.4％）の減額 

となっている。これは主に、地方債の現在高や公営企業債等繰入見込額の減額によ

るものである。 

 

将 来 負 担 額 の 内 訳 

   　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％） 

 区　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 
A 将来負担額 55,367,995 57,892,103 △2,524,108 △4.4

 
B 充当可能な財源 43,776,812 45,949,503 △2,172,691 △4.7

 
分子　計（A－B） 11,591,183 11,942,600 △351,417 △2.9

 
C 標準財政規模 17,149,098 17,134,205 14,893 0.1

 

D

元利償還金等に係

る基準財政需要額

算入額

3,995,081 4,173,856 △178,775 △4.3

 
分母　計（C－D） 13,154,017 12,960,349 193,668 1.5

 
区　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 地 方 債 の 現 在 高 34,314,631 35,703,295 △1,388,664 △3.9

 債務負担行為に基づく支出予定額 0 0 0 ―

 公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額 16,073,632 17,297,420 △1,223,788 △7.1

 組 合 等 負 担 等 見 込 額 815,390 677,551 137,839 20.3

 退 職 手 当 負 担 見 込 額 4,161,670 4,210,346 △48,676 △1.2

 設立法人の負債額等負担見込額 2,672 3,491 △819 △23.5

 連 結 実 質 赤 字 額 0 0 0 ―

 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 ―

 合　　計 55,367,995 57,892,103 △2,524,108 △4.4
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イ 充当可能な財源の状況について　　　 

充当可能な財源は43,776,812千円で、前年度に比べると2,172,691千円（4.7％） 

減少している。これは主として、基準財政需要額算入見込額の減少によるもので 

ある。 

 

充 当 可 能 財 源 等 の 状 況 

　　　　　　　　　　　（単位：千円、％） 

※１　地方自治法第 241 条に規定する基金であって、現金･預金･国債等で保有しているもの。 

※２　地方債の償還に充当することができる国・県等からの補助金、公営住宅の賃借料及び都市 

計画税などを対象としている。 

※３　普通交付税の算定基礎となるもので、地方公共団体の財政需要を合理的に算出した額のう 

ち、公債費等について国の定めた算定額を財政需要額へ算入するもの。 

 

 

第６ まとめ 

１ 実質赤字比率について 

　　　一般会計等の実質収支額の合計は 392,454 千円の黒字となっているので、該当す 

る数値はない。 

 

２ 連結実質赤字比率について 

　　　雲南市の連結実質収支額の合計は 4,743,661 千円の黒字となっているので、該当 

する数値はない。 

 

　　　実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、地方公共団体の赤字の程度を指標化した 

もので、当年度の実質収支額は黒字であり、国の定める適正基準の範囲内となって 

いる。 

 

 

 

 

 

 

 
区　　分 令和６年度 令和５年度 増減額 増減率

 
充当可能な基金　　（※1） 5,750,371 6,775,983 △1,025,612 △15.1

 
充当可能な特定歳入（※2） 697,806 408,821 288,985 70.7

 
うち都市計画税 0 0 0 ―

 基準財政需要額算入見込額　

（※3）
37,328,635 38,764,699 △1,436,064 △3.7

 
合　　計 43,776,812 45,949,503 △2,172,691 △4.7
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３ 実質公債費比率について 

　　　実質公債費比率は 11.1％で、前年度に比べ 0.1 ポイントの低下となっており、

早期健全化基準（25.0％）を下回った数値となっている。 

 

　　　　　　　　　実質公債費比率の推移　（数値は３ヵ年平均値） 

 
 

４ 将来負担比率について 

　　　将来負担比率は 88.1％で、前年度に比べ 4.0 ポイント低下しており、早期健全 

化基準（350.0％）を下回った数値となっている。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

将来負担比率の推移 

 
 

第７ 審査意見  

　　財政の健全化判断を示すいずれの比率についても、国の定める適正基準の範囲内と

なっており、特に指摘すべき事項はない。実質公債費比率は 3ヵ年平均で算出され、

令和５年度より低下したが、今後は上昇傾向にあることから、地方債発行の抑制を図

り、繰上償還を行うなど健全財政の維持に努められたい。
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